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○上越教育大学科目等履修生取扱細則

（平成16年４月１日細則第20号）

最終改正 平成31年１月28日細則第２号

（趣旨）

第１条 この細則は，上越教育大学科目等履修生規則（平成16年規則第18号）第11条の規

定に基づき，科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定める。

（受入人数）

第２条 一の授業科目について受け入れる科目等履修生の人数は，各授業科目の授業方法，

施設・設備等を考慮して，当該授業担当教員が決定する。

（出願期間）

第３条 科目等履修生として入学を志願する者（以下「志願者」という。）の出願期間は，

別に定める。

（入学者の選考）

第４条 入学者の選考は，志願者が履修を希望する授業科目の担当教員による書類審査及

び面接（必要がある場合は，実技検査）によるものとする。

２ 学長は，前項の選考の結果に基づき，教務委員会の議に付し合格の決定を行う。

（履修の制限）

第５条 科目等履修生が履修できる授業単位数は，学部の授業科目は年間34単位以内，大

学院の授業科目は年間14単位以内とする。

２ 上越教育大学大学院学校教育研究科の学生（以下「大学院学生」という。）が，学部

又は大学院に係る授業科目の履修を希望する場合には，原則として受け入れることとす

る。ただし，施設・設備の容量その他の理由により，やむを得ず受け入れられない授業

科目があるときは，あらかじめ当該授業担当教員は教育支援課にその旨を連絡するもの

とする。

３ 教育実習に係る授業科目の履修は，認めないものとする。ただし，大学院学生であっ

て，現職教育のため任命権者の命により派遣された者，教育公務員特例法（昭和24年法

律第１号）第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して入学した者又は国家公務

員の自己啓発等休業に関する法律（平成19年法律第45号）若しくは地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第26条の５の規定による自己啓発等休業制度を利用して入学した者

が，学部の教育実習に係る授業科目を履修する場合は，この限りでない。

４ 前項ただし書の教育実習に係る授業科目の履修については，上越教育大学教育実習等

実施規程（平成26年規程第３号）第４条及び上越教育大学教育実地研究Ⅲ・Ⅳ履修資格

取扱細則（平成19年細則第15号）第８条の規定を履修の条件とする。

（授業科目の追加等）

第６条 学年の始めに科目等履修生として入学した者が，後期から新たに授業科目を追加

して履修する場合は，第３条に規定する出願期間において願い出るものとする。

２ 授業科目の開講時期が前期から後期の変更により履修する場合は，その都度願い出を

提出させるものとする。
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３ 学長は，前２項の願い出に基づき，教務委員会の議に付し授業科目の追加又は履修の

変更を行うことができる。

（授業科目の取消し）

第７条 科目等履修生の申出により履修する授業科目を取り消す場合は，当該授業科目の

授業開始後１か月までとする。この場合，集中講義形態の授業科目は，授業開始前まで

とする。

２ 学長は，前項の申出に基づき，授業科目の取消しを許可する。

（入学願書等の様式）

第８条 科目等履修生に係る入学願書，入学許可書，履修科目追加願，履修科目取消願，

履修科目変更許可書，単位修得証明書及び学業成績証明書の様式は，別記第１号様式か

ら別記第７号様式までのとおりとする。

（その他）

第９条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が別に

定める。

附 則

１ この細則は，平成16年４月１日から施行する。

２ この細則の施行日の前日において，科目等履修生である者で，施行日前に，施行日以

後引き続き科目等履修生として履修期間の延長を許可された者は，上越教育大学科目等

履修生取扱細則（平成10年細則第６号）第４条の規定にかかわらず，施行後の上越教育

大学科目等履修生細則を適用する。

附 則（平成19年細則第２号（平成19年１月24日））

この細則は，平成19年１月24日から施行する。

附 則（平成20年細則第16号（平成20年３月21日））

この細則は，平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成21年細則第８号（平成21年10月19日））

この細則は，平成22年４月１日から施行する。

附 則（平成24年細則第９号（平成24年３月30日））

１ この細則は，平成24年４月１日から施行する。

２ 平成23年度以前に大学院学校教育研究科修士課程に入学した学生については，この細

則による改正後の上越教育大学科目等履修生取扱細則第５条第２項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。

附 則（平成25年細則第１号（平成25年１月22日））

この細則は，平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成27年細則第８号（平成27年３月20日））

この細則は，平成27年４月１日から施行する。

附 則（平成28年細則第11号（平成28年６月15日））

この細則は，平成28年６月15日から施行する。

附 則（平成28年細則第18号（平成28年７月20日））

この細則は，平成28年７月20日から施行する。

附 則（平成29年細則第１号（平成29年１月16日））
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この細則は，平成29年４月１日から施行する。

附 則（平成31年細則第２号（平成31年１月28日））

この細則は，平成31年４月１日から施行する。
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別記第１号様式（第８条関係）

科目等履修生入学願書

年 月 日

上越教育大学長 殿

現住所
氏 名

年 月 日生

貴学
学 校 教 育 学 部

科目等履修生として下記により入学を志願いたしま
大学院学校教育研究科

すので，許可くださるようお願いします。

記

１ 履修期間 年度 前期・後期
（ 年 月 日～ 年 月 日）

２ 履修を希望する理由（具体的に）

３ 履修科目

授 業 科 目 単位 曜 時 学期
単 位

要・不要

上越教育大学

検 定 料

受 付 証 明 書

貼 付 欄

検定料受付証明

書を貼付してく

計 ださい。

※欄が不足する場合は，各項目を記載した用紙を添付する。
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別記第２号様式（第８条関係）

科目等履修生入学許可書

氏 名

上越教育大学科目等履修生規則第６条第２項の規定により，下記のとおり

学 校 教 育 学 部
科目等履修生として入学を許可する。

大学院学校教育研究科

記

１ 履修科目及び単位数

授業科目 単位

計

２ 履修期間

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日

上越教育大学長 印
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別記第３号様式（第８条関係）

科目等履修生履修科目追加願

年 月 日

上越教育大学長 殿

学籍番号

氏 名

下記により履修科目を追加したいので，許可くださるようお願いします。

記

１ 既に履修を許可された期間 年度

（ 年 月 日 ～ 年 月 日）

２ 履修科目を追加する理由（具体的に）

３ 履修追加科目

授 業 科 目 単位 曜 時 学 期
単 位

要・不要

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後
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別記第４号様式（第８条関係）

科目等履修生履修科目取消願

年 月 日

上越教育大学長 殿

学籍番号

氏 名

下記により履修科目を取り消したいので，許可くださるようお願いします。

記

１ 既に履修を許可された期間 年度

（ 年 月 日 ～ 年 月 日）

２ 履修科目を取り消す理由（具体的に）

３ 履修取消科目

授 業 科 目 単位 曜 時 学 期
単 位

要・不要

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後
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別記第５号様式（第８条関係）

科目等履修生履修科目変更許可書

学籍番号

氏 名

上越教育大学科目等履修生取扱細則第６条及び第７条の規定により，下記のとおり

履修科目の
追加

を許可する。
取消

記

１ 履修を許可された期間 年度

（ 年 月 日～ 年 月 日）

２ 履修追加又は取消科目

授 業 科 目 単位 曜 時 学 期
単 位 変更

要・不要 結果

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

曜 時限 通 前 後

年 月 日

上越教育大学長 印
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別記第６号様式（第８条関係）

科目等履修生単位修得証明書

本 籍

国 籍

氏 名

生年月日 年 月 日生

履修期間 年 月 日～ 年 月 日

授業科目 単位

計

上記のとおり単位を修得したことを証明する。

年 月 日
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別記第７号様式（第８条関係）

科目等履修生学業成績証明書

本 籍

国 籍

氏 名

生年月日 年 月 日生

履修期間 年 月 日～ 年 月 日

授業科目 単位 成績

計

成績評価 S:100～90点，A:89～80点，B:79～70点，C:69～60点，D:59点以下

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

上越教育大学長 印


